
平成24年度 法科大学院入学者選抜試験問題

商法・ 民事訴訟法・ 刑事訴訟法

1 ． 試験 開始の合 図 がある まで， この間題用紙 の中 を見 てはい けません。

2 ． 試験 時間 は，商法， 民事訴訟法，刑 事訴訟法 の 3 科 目で90分です 。

3 ． 試験 中 に問題 用紙 の印刷 不鮮 明や解 答用紙 の汚 れ等 に気付 いた場合 は，手 を挙 げ て監 督者 に知 らせ

て く だ さ い 。

4 ． 解答 にあ たって は，六 法の使用 を認 め ません。

5 ． 解答 にあ たって は，必 ず黒か青のペ ン （鉛筆 は不 可） またはボ ールペ ン を使用 して くだ さい。

6 ． 解 答 用 紙 に記 入 す る と きに は， 下 記 の 点 に注 意 して くだ さ い 。

（1） 受験番 号・ 氏 名 を所 定欄 に記入 して くだ さい。

（2） 訂 正 す る場 合 は， ＝線 で 消 す な ど して ， 分 か りや す く訂 正 して くだ さい 。

（3） 解 答 用 紙 は， 折 り曲 げ た り汚 した り しな い で くだ さい 。

7 ． 問題用紙 の余 白等 は適宜利 用 してか まい ませ ん。

8 ． 試験終 了後， 問題 用紙 は持 ち帰 って くだ さい。



第3 間 株 主 総 会 につ い て ， 以 下 の記 述 の うち正 しい もの を 1 つ 選 び な さい。

1 ．株主 による株主総会の招 集請求権 は，単独株主権であ る。

2 ．株主総会の招集手続 については，省略す るこ とがで きない。

第2 間 株 式 及 び株 主 につ い て， 以 下 の 記述 の うち誤 って い る もの を 1 つ 選 び な さい。

1 ．株 主に剰余金配 当 と残余財産分配請求権 の全部 を与 えない定款 規定は，無効 で

あ る 。

2 ．公開会社 の発行可能株式総数 は，発行済株式総数の 4 倍 を超 えることがで きな

い 。

3 ．最 高裁判所 の判例 によれ ば，譲渡制限株式 を一人会社の株主が譲渡 した場合，

その譲渡 は定款所定の取締役会の承 認がな くて も会社 に対 して効 力 を有 する。

4 ．議決権制 限株式 の発行数 については，会社法上何 も制限 は置かれていない。

5 ．株主名簿 には株主の氏名や住所 だけでな く，株式の取得 日も記載 （記録） され

る 。

第1 閉 会 社 の種 類 及 び性 質 につ い て， 以 下 の 記述 の うち正 しい もの を 1 つ 選 び な さ

い。

1 ．公 開会社 とは定款 の定 め とは関係 な く，株式 の譲渡 を事実上制限 してい る株 式

会社であ る。

2 ．大会社 は，資本金額 か負債合計額が一定額 を超 えてい るか どうかで判断 される。

3 ． 会 社 が そ の事 業 と してす る行 為 は， 商行 為 と され てい ない 。

4 ．持分会社 に含 まれるのは，合名会社 と合 資会社 の 2 つのみであ る。

5 ．委員会設置会社 には指名委員会，監査委員会，訴訟委員会の 3 つの委員会 を置

か な けれ ば な らな い。

【商法】

以下 の第 1 聞か ら第 15 間につ いて，会社法の規定及び判例 の趣 旨に照 らし，正 しい

もの， 誤 っ てい る もの 又 は最 も適 切 な もの を 1 つ 選 び ， そ の数 字 を解 答欄 に記 入 しな

蘇さ い 。
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3 ．株 主 が代 理 人 に よっ てそ の 議 決 権 を行 使 す る こ とは， 許 され て い ない 。

4 ．株 主総会 において取締役が株主か ら説明 を求め られた場合，一切説明 を拒 む こ

と は で き な い 。

5 ．株 主総会の議長 は，総会の秩序 を乱す者 を退場 させ るこ とがで きる。

第4 間 株 式会 社 の機 関 につ い て， 以 下 の 記述 の うち誤 っ て い る もの を 1 つ 選 び な さ

い 。

1 ．すべての株 式会社 には， 3 人以上の取締役 を置 くこ とが義務付 け られている。

2 ．公開会社 の場合 には，必ず取締役会 を置 く必要 がある。

3 ．株 式会社 は定款 の定 めによ り，会計参与 と会計監査人 を同時 に置いて も良 い。

4 ．委員会設置会社 は，監査役 を置いて はならない。

5 ．た とえ大会社 であって も，公 開会社で か ナれば，監査役会 を置 く必要 はない。

第5 間 取締役・代 表取締役 につい て，以下の記述 の うち正 しい ものを 1 つ選 びなさ

い 。

1 ．委員会設置会社 の取締役 は， 当該会社 の支配人を兼 ねることがで きる。

2 ．取締役 の任期 は公 開会社か非公 開会社 を問わず，一律 2 年である。

3 ．取締役 会非設置会社 において取締役が 2 名以上 の場合，別段 の定 めを除 き，会

社の業務は全 員一致 で決定 しなけれ ばならない。

4 ．委員会設置会社 を除 き，代表取締役の氏名及び住所 は登記事項 とされてい る。

5 ．取締役の報酬等については定款 の定めが ない場合，取締役会の決議 によってそ

の 額 等 を定 め なけ れ ば な らな い。

第6 間 取 締役 会 につ い て， 以 下 の記 述 の う ち誤 って い る もの を 1 つ 選 び な さい （委

員会設置会社 は除 く）。

1 ．取締役会 は代表取締役 の選定 だけで な く，解 職 も行 う。

2 ．取締役会 は支店の設置等 につ いて，その決定 を取締役 に委任す ることがで きる。

3 ．取締役会の招集通知は取締役 だけでな く，監査役 に も発 しなければ ならない。

4 ．最高裁判所の判例に よれば，代表取締役解任 （解 職） の取締役会で当該代 表取



締役 は特 別の利害 関係 を有す る者にあたる。

5 ．特別取締役 に よる取締役会の決議 を行 うには，取締役の数が 6 人以上 でなけれ

ばな らな い。

第7 間 監査役及 び会計監査人 について，以下 の記述の うち正 しい ものを 1 つ選 びな

さ い 。

1 ．株式会社 の監査役が，その子会社 の取締役 を兼ね ることは禁止 されていない。

2 ．会計監査人 の任期 は，監査役 と同 じく4 年であ る。

3 ．監査役 には，取締役会 に出席 する義務 はない。

4 ． 監査 役 会 は， 必 ず しも常勤 の 監査 役 を選 定 しな くて も よい 。

5 ．会計監査人 は必要があれば，子会社 の業務及 び財産の状 況につ いて も調査す る

こ と が で き る 。

第8 間 株式会社 の計算等 について，以下の記述の うち誤 っている もの を 1 つ選 びな

さ い 。

1 ．株式会社 は，各事業年度に係 る計算書類 及び事業報告並 びにそれ らの附属明細

書 を作 成 しか ナれ ば な らな い。

2 ．計算書類 は，例外 な く，定時株主総会の承 認 を受けなければな らない。

3 ． 株 式 会 社 は， 臨 時 決算 日に お け る臨 時 計 算 書類 を作 成 す る こ とが で きる。

4 ．株式の発行 における払 込額 の うち，資本金 として計上 しない額 は，資本準備金

と して 計 上 しなけ れ ば な らな い。

5 ．剰余金の配当は，分配可能額 を超 えては ならない。

第9 閉 会社 の組 織 再 編 につ い て， 以 下 の 記 述 の うち正 しい もの を 1 つ 選 び な さい 。

1 ．合 併 に お い て， 権 利 義 務 の一 部 だ け を承 継 す る こ と も可 能 で あ る。

2 ．株 式会社 が合併 をす る場合，必ず株 主総会 の承認 を要す る。

3 ．会社分割 には吸収分割 のほか，設立会社 に承継 させ る新設分割の手続があ る。

4 ． 株 式 交 換 に お い て は， 合 同会社 が 親 会社 に な る こ とはで きない 。

5 ． 株 式 移 転 は常 に 2 社 以 上 で す る こ とが 必要 で あ り， 1 社 で はで き ない 。



第10 間 持 分 会社 につ い て， 以 下 の記 述 の うち正 しい もの を 1 つ 選 び な さい 。

1 ．持分会社 の設立時の定款 には，公証人の認証 が必要 である。

2 ．持分会社 の持分 の譲渡 には，常 に他の社 員全員 の承諾 を要す る。

3 ．有限責任社 員は，持分会社の業務 を執行 するこ とはで きない。

4 ．持分会社 の業務執行社員 は，善管注意義務 と忠実義務 を負 う。

5 ．持分会社 の社員 は退社 した後，会社 の債務 につ き責任 を問われる ことは一切 な

い 。

第11問 以 下 の記 述 の空 欄 に最 も適切 な もの を 1 つ 選 び な さい 。

社 外監査役 とは，株式会社 の監査役 であって，（ ）その会社 の取 締役 等 と

な っ た こ と が な い もの を い う 。

1 ． 10年 前 まで に

2 ． 5 年 前 まで に

3 ．過去 に

4 ． 3 年 前 まで に

5 ． 2 年 前 まで に

第12 間 以 下 の 記 述 の 空欄 に最 も適 切 な もの を 1 つ 選 び な さい。

株式会社 の設立 の際，（ ） は，設立時発行株式 を 1 株 以上引 き受 けなけれ

ば な らない 。

1 ．各役員

2 ．各取締役

3 ．各執行役

4 ．各監査役

5 ．各発起人

第13間 以 下 の 記 述 の 空欄 に最 も適 切 な もの を 1 つ選 び な さい 。

株 式会社 は株 主 を， その有す る株式の （ ） に応 じて，平等に取 り扱 わか ナ

れ ば な ら ない 。



1 ．内容

2 ．数

3 ．内容 及び数

4 ．性質

5 ．特色又 は類型

第14 間 以 下 の 記 述 の 空欄 に最 も適 切 な もの を 1 つ 選 び な さい。

（ ） は， 株 式 会社 の取 締 役 とな る こ とが で きな い。

1 ．株主

2 ．法人

3 ．未成年者

4 ．使用人

5 ．執行役

第15間 以 下 の 記述 の空 欄 に最 も適 切 な もの を 1 つ 選 び な さい 。

公開会社 において，新株発行の無効 の訴 えは，効力発生 日か ら （ ）以 内に

提 起 しな け れ ば な らな い。

1 ． 3 年

2 ． 2 年

3 ． 1 年

4 ． 6 か 月

5 ． 3 か 月



【 民事訴訟法】

間1 裁 判 所 の管 轄 と移 送 に関 す る次 の 記述 の うち， 誤 って い る もの を 1 つ 選 び な さ

い 。

1 移 送 の 申立 て を却 下 した 決 定 に対 して は， 不 服 申立 て をす る こ とが で きな い。

2 200万 円の貸金返還請求訴訟が簡易 裁判所 に提起 された場合，被告が管轄違 い

の抗弁 を提 出 しない まま本案 につ いて弁論すれば，応訴管轄が生 じる。

3 管轄権 の存否 に疑いがあれば，裁判所 は職権 で証拠調べ をす ることがで きる。

4 80万 円の貸金返還請求 と60万 円の売買代 金請求 を併合 して訴 えを提起す る場合 ，

簡易裁判所 に事物管轄がある。

5 管轄 も訴訟要件の 1 つであるが， その判断の基準 時は訴 え提起時 であ る。

問2 次 の 記述 の うち， 判 例 に照 ら して 訴 えの利 益 が 認 め られ る もの を 2 つ 選 び な さ

い 。

1 遺言者 Y lがそ の生存 中 に不動産 の一部 を Y 2に贈与 したが， その後 Y lに成年

後 見 が 開 始 され た た め ，Y lの 推 定 相 続 人 Ⅹが ， Y l と Y 2 を被 告 と して 提 起 した

遺 言無効確認 の訴 え

2 建物所有者 A よ り建物所有権 とその賃貸人 たる地位 を承継 した Y が， その建物

の貸借人 Ⅹの主張す る敷金差 し入 れの事実 を争 っている場合 に，その建物賃貸借

契約継続 中にⅩが Y に対 して提起 した敷金返還請求権存在確認の訴え

3 夫か ら妻への離婚の訴 えに対 して，妻が夫 に対 して提起 した離婚 の反訴

4 退職す る取締役 に退職慰労金 を贈呈す る株 主総会 決議 の取消 しを求 める訴 えを

株主が提起 した ところ，その後 の株主総会で同一内容 の決議が なされた場合 の，

株主総会決議取消 しの訴え

5 重婚 を理由 とする後婚 の取消訴訟係属中に，後婚が離婚 によ り解消 された場合

の，後婚取消 しの訴え

間3 選 定 当事 者 に 関 す る次 の記 述 の う ち， 誤 っ て い る もの を 1 つ 選 び な さい 。

1 選定当事 者の受 けた判決 は，訴訟係属中に選定行為 を行 って訴訟 を脱退 した選

定 者 に対 して も， そ の効 力 を有 す る。
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間5

1
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4

5

固有必要的共同訴訟 の係属 中に，共 同訴訟人 の一部がその中か ら選定当事者 を

選定 す る こ とは許 され る。

第一審係属中に選定 を受 けた選定当事者が，控訴審 において選定者のため に訴

訟行為 をなす には，改 めて選定行為 を受 ける必要 はない。

選定当事者が訴訟の係属中 に死亡 した ときは，その相続人が選定 当事者の地位

を承継す る。

弁護士以外の者 を選定当事者 に選定す る場合で も，裁判所 の許可 は不要であ る。

権 利 能 力 な き社 団 に 関す る次 の記 述 の う ち， 誤 って い る もの を 1 つ 選 び な さい 。

権利能力な き社 団の名義での不動産登記 はで きない。

権利能力な き社 団は，その代表者が訴訟 を追行す る。

権 利 能力 な き社 団 と して の 当事 者 能 力 は認 め られ な い と した第 一 審 判 決 に対 し

て， そ の 団体 も控 訴 を提 起 す る こ とが で き る。

判例 に よれ ば， 民 法 上 の組 合 は， 権 利 能 力 な き社 団 と して原 告 とな る こ とが で

き る 。

判 例 に よれ ば， 権 利 能力 な き社 団 と して 当事 者 能力 が 認 め られ るた め には ，構

成員 の財産 とは区別 された団体 固有の財産が必要 である。

準 備 的 口頭 弁 論 に関す る次 の 記 述 の うち ，正 しい もの を 2 つ 選 び な さい 。

準 備 的 口頭 弁 論 は， 受 命 裁 判 官 に命 じて行 わせ る こ とはで き ない 。

裁 判 所 は， 準備 的 口頭 弁 論 を行 う と きは， 当事 者 の 意 見 を聴 か な け れ ば な らな

い。

準 備 的 口頭 弁論 期 日にお い て ， 文書 の証 拠 調 べ を行 う こ とが で きる。

準 備的口頭 弁論 は，争点及び証拠 の整理 を行 う手続であ るため，公 開す る必要

はな い が ，裁 判 所 の許 可 を得 た者 は傍 聴 す る こ とが で き る。

当事者 は，準備 的口頭弁論終了後 の最初 の口頭弁論期 日において，準備 的口頭

弁論 の結 果 を 陳述 しなけ れ ば な らな い。



間6 形式 的形 成 訴 訟 に 関す る次 の 記述 の うち， 判 例 に照 ら し， 正 しい もの の組 み合

わせ を， 次 の 1 か ら 5 まで の 中 か ら選 び な さい。

ア 境界 （筆界）確定訴訟 において，審理 の結果，境界線が明 らかにな らなかった

場 合 で も， 裁 判 所 は， 請 求 棄却 判 決 をす る こ とが で き ない 。

イ 境界 （筆界）確定訴訟 において，被告が原告の請求 を認諾す る意思表示 を して

も， 裁 判 所 は， 直 ち に認 諾 に よる訴 訟 終 了 を なす こ とは で きな いが ， 審 理 の 結 果 ，

原 告 主 張 の境 界 が 相 当 で あ る との心 証 を得 た 場合 に は， 認 諾 に よ り訴 訟 を終 了 さ

せ る こ とが で き る 。

り 境界 （筆界）確 定訴訟 において，第一審判決 を不服 として被告が控 訴を提起 し

た場合，不 利益 変更禁止原則 によ り，控訴審裁判所 は， 第一審判決 を原告 に有利

に変 更 す る こ とは で きな い。

エ 共有物分割訴訟 は，判断 の基礎 となる要件事実 が一義的 に規定 されていない形

式的形成訴訟であるため，境界 （筆界）確 定訴訟 と同様，共有物分割訴訟で訴訟

上 の和 解 をす る こ とは で きない 。

オ 共有物分割 訴訟 において， 当事者全員が現物 の分割 を主張 していて も，裁判所

は ， 目的物 を競 売 してそ の 代 金 の 分 割 を命 じる こ とが で きる 。

1 ア と エ 2 ア と オ 3 イ と ウ 4 イ と オ 5 ウ とエ

間7 訴 訟 代 理 人 に 関す る次 の 記 述 の うち， 誤 って い る もの を 1 つ 選 び な さい 。

1 金銭支払請求訴訟での原告訴訟代理人 は，被告である債務者か ら，訴求 してい

る金 銭 債 権 につ い て 弁 済 を受 領 す る こ とが で き る。

2 訴訟代理人が事実 について陳述 した場合，本人 または法定代理人 に更正権があ

る 。

3

4

5

訴 訟 代 理 人 が い て も，本 人 もま た訴 訟 行 為 をな す こ とが で きる。

委任者であ る当事者 の死亡 は，訴訟代理権 の消滅 を もた らす。

当事者が委任 した弁護士 を解任 した場合 で も，相手方へ通知 しない と，代理権

消滅の効果 は生 じない。



問8

1

2

3

4

5

間9

1

2

3

4

5

間10

1

2

3

証 拠 保 全 に関 す る次 の記 述 の うち， 誤 っ て い る もの を 2 つ 選 び な さい 。

職 権 で す る こ と も で き る 。

証 拠 保 全 の 申立 て は， 相 手 方 を指 定 す る こ とが で きな い場 合 にお い て も， す る

ことが で き る 。

訴 え提 起 後 は で きない 。

申立 人 は 「あ らか じめ 証拠 調べ を してお か か ナれ ば そ の証 拠 を使 用 す る こ とが

困難 と な る事 情 」 を証 明 し なけ れ ば な らない 。

受 命 裁判 官 に証 拠 調 べ を させ る こ とが で き る。

文 書提 出命 令 に 関す る次 の記 述 の う ち， 誤 っ て い る もの を 2 つ 選 び な さい 。

判例 に よる と， 金 融 機 関 の貸 出棄 議 書 につ い て は， 特 段 の事 情 の ない 限 り， 文

書提 出義務 はない。

判 例 に よる と， 原 告 の 申立 て に よ り発 令 され た文 書 提 出命 令 に対 して は ， 文書

の所 持 者 の ほか ， 被 告 も即 時 抗 告 を な し うる 。

判 例 に よ る と， 証拠 調 べ の必 要 性 が な い こ とを理 由 とす る文 書提 出命 令 の 申立

ての却 下 決 定 に対 して は， その 必 要性 が あ る こ とを理 由 に即 時抗 告 す る こ とは で

き な い 。

当事者が文書提 出命令 に従わ ない ときは，裁判所 は，当該文書の記載 に関す る

相手方の主張か当該文書 によ り証明すべ き事実かのいずれか を，真 実 と認 めなけ

れば な らない 。

一般義務 を根拠 とす る文書提 出命令 の申立 ては，書証の 申出を文書提 出命令の

申立 て に よっ てす る必 要 が あ る場 合 で な けれ ば， す る こ とが で きな い。

訴 訟 の終 了事 由 に関 す る次 の記 述 の うち， 正 しい もの を 1 つ 選 び な さい 。

上 告審 に係属 中は，訴えの取下 げ も控訴の取下げ も可能である。

人事訴訟 では請求の放棄・認諾がで きないか ら，離婚訴訟 にお いて請求の放棄

がな さ れ て も訴 訟 は終 了 しな い。

株主代表訴訟では原告 である株主 は訴訟物である会社 の損害賠償請求権の権利

者で はないか ら，被 告の取締役 と訴訟上の和解 をなす余地 はない。



4 判例 による と，貸金返還請求訴訟の被 告の訴訟代理人であ る弁護士は，和解 の

授 権 を得 て い て も， そ れ とは別 個 にそ の た め の権 限 を付 与 され て い ない 限 り，分

割弁済の見返 りに被告 の土地 に抵当権 を設定す る という内容の訴訟上の和解 を締

結 す る こ と は で き な い 。

5 控訴審の口頭 弁論期 日に当事者双方が連続 して 2 回欠席す ると，控 訴の取下 げ

が あ った もの とみ な され る。

間11 次 の 記述 の うち ，判 決 に は 当 て は ま らな いが ， 決 定 には 当 て は まる もの は何 個

あ るか 。

ア 告 知す る こ とに よっ て直 ち に効 力 を生 ず る。

イ 判 事 補 が単 独 です る こ とが で き る。

ウ上 訴 に理 由が あ る と認 め る と きは ，原 審 裁 判 所 は 自 ら した裁 判 を更 正 しな けれ

ば な らな い。

エ原審裁判所が認め る場合 に限って，最高裁判所 に対す る上訴が認め られる。

オ上訴状 は原審裁判所 に提 出する。

1 ①個 2 ②個 3 ⑨個 4 ④個 5 ⑤個

間12 判 決 の効 力 に関 す る次 の 記述 の うち， 正 しい もの を 1 つ 選 び な さい。

1 判例 によれ ば，虚偽表示 を理 由 とす る真正な登記名義 回復のための所有権移転

登記手続請求訴訟の請求認容判決 の効力 は，口頭弁論終結後 に被告 か ら虚偽表示

の事実 について善意で 目的不動産 の所有権 を譲 り受 けて移転登 記を経 た者 には及

ば な い。

2 売買 を原因 とす る所有権移転登記手続請求訴訟 の請求認容判決の効力 は， 口頭

弁論終結前 に被告か ら目的不動産 の仮装譲渡 を受 けて移転登記 を経 た者 に対 して

は及 ば ない 。

3 貸金返還請求訴訟における被告会社 （A 社） の敗訴判決が確 定 したが，当該訴

訟の 口頭弁論終結前 に， A 社の代表取締役 が，債務の履行 を事 実上免 れる 目的の

下 に，新た な会社 （B 社） を設立 してA 社 の資産 を譲渡 し， B 社 で事業 を継 続 し



ことが で き な い 。

補助参加の利益 の有無は，職権で調査 され なければな らない。

補助参加のためには他人 間に訴訟が係属する ことが前提 となるか ら，判決確 定

2

3

間14 補 助 参 加 に 関す る次 の 記述 の うち， 正 しい もの を 2 つ 選 び な さい。

1 判例 に よる と，補助参加 人は，被参加人 についての上 訴期 間経過後 は上訴す る

間13 請 求 の併 合 に関 す る次 の記 述 の うち， 正 しい もの を 1 つ 選 び な さい。

1 1 の訴 えで数個 の請求 をす る場合 には，そ れ らの請求が同一の事実上及 び法律

上 の原 因に基づ くか，事実上及び法律上 同種 の原因 に基 づ く場合 でなければな ら

な い。

2 予備的併合 における主位請求 を認容す る判決 に対 して被告が控訴 し，控訴審が

主 位 請 求 は認 め られ ない が 予備 的請 求 は認 め られ る との判 断 に達 した と きは， 予

備 的請求 について第一審の判 断が示 されてい ないので， 当事者 の審級の利益 を確

保 す るた め に， 原 判 決 を取 り消 して事 件 を第 一 審 に差 し戻 す べ きで あ る。

3 判例 に よる と，予備的請求にお ける主位請求棄却・予備的請求認容の判決 に対

して被告 のみが控訴 し，原告が控訴 も附帯控 訴 もしなか った場合 には，控 訴審は

主位 請求 に理 由が あ り， 予 備 的 請 求 には 理 由 が な い との判 断 に達 した と きで も，

原 判 決 を取 り消 し，予 備 的請 求 棄 却 の 判 決 の み をす べ きで あ る。

4 物 の引渡 しを求める請求 とその執行不 能の場合 に備 えてその物 の価額相 当額 の

支払 を求め る請求 を 1 の訴 えで した場合，裁判所 は前者の請求が認め られる と判

断 した場合 には，後者 の請求 について判決す る必要 はない。

5 離婚訴訟は人事訴訟であ り，その離婚原 因である事実 によって生 じた損害 の賠

償 を求 め る訴 え は通 常 訴 訟 で あ る か ら， 両 者 を併 合 提起 す る こ とは で きな い。

ている場合 には，A 社 の受けた敗訴判決の効力 は B 社 に及ぶ。

4 株主総会決議取消訴訟の判決の効力は，請求認容 の場合 にも請求棄却 の場合 に

も第三 者 に及 ぶ 。

5 離婚訴訟の請求認容判決 の効力 は第三者 に も及ぶが，請求棄却判決の効力 は当

事者 間にのみ及ぶ。



後 は補助参加が認め られる余地 はない。

4 判 決 の 効 力 を受 け る者 で あ れ ば， 誰 で も補 助 参 加 す る こ とが で きる。

5 株主総会決議取消 訴訟において，総会決議に よって選任 された取締役が会社 側

に補助参加 した場合 ，会社 につ いての上訴期 間が経過 して も，取締役 は自己 につ

い て の 上 訴 期 間 が経 過 して い な けれ ば上 訴 をす る こ とが で きる。

間15 支 払 督 促 に関 す る次 の記 述 の うち， 正 しい もの を 1 つ 選 び な さい 。

1 支払督促 を発付す る権 限を有す るの は簡易裁判所 の裁判所書記官であ る。

2 支 払 督 促 は金 銭債 権 に 関 して のみ 発 付 す る こ とが で きる。

3 支払督促 を発付 するには，事前 に必ず債務者 を審尋 しか ナれば ならない。

4 仮執行宣言付 支払督促 の送達後 2 週間の不変期 間内に債務者か らの督促異議 の

申立 てが ない と，当該支払督促 に既判力が生 ずる。

5 支払督促 に対 して督促異議の 申立てがある と，督促異議 に係 る請求 の価額 にか

か わ らず ，簡 易 裁 判 所 に訴 えの 提 起 が あ っ た もの とみ な され る。



【 刑事訴訟法】

【 N o ．1 】 現行の わが国の刑事訴訟制度が採用 している原理・ 原則・制度 の組合せ に

つ き， 正 しい もの を 1 つ選 べ （ 2 点 ）。

l

（捜査手続）

（ 1） 令状主義

（ 2） 任意捜査の原則

（ 3） 令状主義

（ 4） 強制処分法定主義

（ 5） 警察比例の原則

（ 公判手続）

弁論主義

弾劾主義

口頭 主義

糾問主義

職権 主義

（証拠法）

証拠裁判主義

証拠裁判主義

法定証拠主義

自由心証主義

自由心証主義

（上訴手続）

続審制度

事後審制度

続審制度

事後審制度

覆審制度

【 N o ．2 】 わが国の刑事訴訟 における手続参加者 とその権利 または権 限の組合せ につ

き， 正 しい もの を 1 つ 選 べ （ 2 点 ）。

（1） 受訴裁判所 の裁判長一 第 1 回公判期 日以前の被告人の保釈 の裁判

（2） 被告人一即決裁判 に付 す旨の請求

（3） 検察官一徹罪処分

（4） 勾 留中の被告人の弁護人一保釈請求

（5） 被 害者参加人一 公判前整理手続への出席

【 N o ．3 】 以 下 の文 章 の うち， 正 しい もの を 1 つ選 べ （2 点 ）。

（1） 憲法 33条 は「現行犯 として逮捕 される場合」 には，司法官憲の発 す る令状 に よ

らず と も逮 捕 す る こ とを許 して い るだ け で あ る か ら， 最 高 裁 判所 の判 例 に よれ ば，

刑事訴訟法2 10条にい う緊急逮捕 は違 憲である。

（2） 検 察官，検 察事務官 または司法警察職員 は逮捕状 によ り被疑者 を逮捕す るこ と

が で き るか ら， 同時 に， これ らの者 は逮 捕 状 を請 求 す る こ と もで きる。

（3） 司法巡査 が逮捕状 によ り被疑者 を逮捕 した場合 には，直ちに司法警察貞 に被疑

者 を引致 し， 司法警察貞 は被疑者 に犯罪事実の要 旨，弁護人選任権 の告知，弁解

の機 会 を付 与 しな けれ ば な らな い。



（ 4 ） 最 高 裁判 所 の判 例 に よれ ば， 現 行 犯 人 を逮 捕 しよ う と追 い か け て い る A の依 頼

を受 け て ， さ らに現 行 犯 人 を追 跡 した B は そ の現 行 犯 人 を逮捕 す る こ とは で きな

い 。

（ 5） 現行犯逮捕 は憲法が認め る例外的 なものであるか ら，被逮捕者 は実行行為者本

人に限 られ， その者 に犯罪 を教唆 した者につ いて は，た とえその者が犯行現場 に

お り教 唆 した こ とが 逮 捕 者 に と って 明 らか であ って も，現 行 犯 逮 捕 す る こ とはで

き な い 。

【 N o ．4 】 以 下 の 文 章 の う ち， 正 しい もの を 1 つ 選べ （ 3 点 ）。

（1） 逮捕・ 勾留の 目的 は被疑者の逃亡や罪証隠滅の防止 にあるか ら，た とえ被 疑者

が 逮 捕・ 勾 留 中 に取 調 べ に応 じて も，被 疑 者 の取 調 べ を行 うこ と はで き ない 。

（2） いわゆる逮捕前置主義 によれば，勾留請求が認 め られ るため にはそれに先行 す

る逮 捕 手 続 が 適 法 で か ナれ ば な らな い こと を求 め てお り， この 点 につ い て， A を

緊急逮捕すべ きにもかかわ らず違法 な現行犯逮捕が行 われた後 に，A に対す る勾

留 請 求 は認 め られ な い こ とに な る。

（3） いわゆ る逮捕前 置主義 は，勾留請求 の根拠 となる罪名がそれ に先行す る逮捕 の

罪 名 と同 一 で な け れ ば な らな い こ とを求 め て い るか ら，傷 害 罪 で A を逮 捕 した後

に，被害者が死 亡 した場合 には，傷害致死で勾留請求 は認め られないか ら，改め

て傷 害 致死 罪 で A を逮 捕 した後 で な けれ ば ， A を勾 留 す る こ とが で きな い。

（4） 同一被疑事 実に よる再逮捕・ 再勾留 は，逮捕・勾留の時間的制 限を無意味 にす

る こ とか ら原 則 と して 避 け るべ きで あ るが ， A に対 す る殺 人 未 遂 事 件 で B を逮

捕・釈 放後， さらなる捜査 を した結果， B の殺意が認定で きる証拠が差 し押 さえ

られ た場 合 に ，不 当 な逮 捕 の 蒸 し返 しで は な い と評価 で きる な らば， A を再 び 同

一被 疑 事 実 で逮 捕 す る こ とが で き ない わ け で は ない 。

（5） 同 一被 疑 事 実 に よる被 疑 者 の 逮 捕 を認 め て しま う と，現 行 法 が予 定 して い る逮

捕 ・ 勾 留 の 時 間 的 な制 限 を無 意 味 にす る こ とか ら， 同 一被 疑 事 実 に よ る逮捕 状 の

発付 請求があった場合 には，裁判官はその請求 を却下 しなければな らない。



【 N o ．5 】 以下の a ない し g の警察官 による犯罪予防活動及 び捜査活動の うち， それ

らの法的性格が行政警察活動・任意処分の もの と強制処分 の もの に区分 した場合 の

組合せ につ き，正 しい ものを 1 つ選べ。但 し，学 説及 び判例が対立 している場合 に

は， 最 高 裁 判 所 の 判 例 に従 う もの とす る （ 4 点）。

a ．被疑者が宿泊 を希望 したことか ら警部が宿泊場所 を提供 して行 った 3 日間の

取調べ b ．ナ イフを用 いた恐喝事件 の被疑者 を司法巡査が準現行犯逮捕 した後

に そ の現 場 で ナ イ フを差 し押 さ える こ と c ． 覚 せ い剤 の 買 い 手 を探 して い る売

人 に巡査部長が買い手 を装 って接触す るお とり捜査 d ．司法巡査 が職務質 問を

無視 した者 を追いかけてその左 手を掴 む行為 e ．警視 に よる覚せ い剤売買 の取

引 を内容 とす る F A X の傍受 f ．司法巡査 が公道上の ごみ集積所 にごみ として

捨て られた物の取得 g ．警部補 に よる配達途 中にある荷物 に対す るⅩ線検査

（ 1） 行政警察活動・任意処分 ：a ． b ．

（ 2） 行政警察活動・ 任意処分 ：a ． c ．

（ 3） 行政警察活動・任意処分 ：b ． d ．

（ 4） 行政警察活動・任意処分 ：b ． e ．

（ 5） 行政警察活動・任意処分 ：a ． c ．

c ． g ． 強制処分 ：d ． e ． f ．

d ． 強制処分 ：b ． e ． f ． g ．

e ． g ． 強制処分 ：a ． c ． f ．

f ． 強制処分 ：a ． c ． d ． g ．

d ． f ． 強制処分 ：b ． e ． g ．

次の文章 を読み，以下 の問い【N o ．6 ・ 7 】に答 えよ。

警 察 官 A らは ，平 成 23年 7 月 7 日午 後 9 時 か ら， 繁 華 街 の 近 くの橋 の た も とで ，飲

酒運 転 をは じめ と した交 通 違 反 の取 締 りを行 っ てい た 。 同 日午 後 11時 35 分 頃 ， 自家 用

自動 車 を運 転 して い る B が 警察 官 A の誘 導 に応 じ， 自動 車 を止 め免 許 証 を提 出 した と

ころ， A は， B の顔 が 赤 く， B の 吐 く息 が 酒 臭 く， 言 葉 に乱 れが あ った こ と を確 認 し

た。

【 N o ．6 】 以上の事 実を前提 とした上で，警察 官 A らの行 った交通違 反の取締 りの法

的根拠 につ き，正 しい ものを 1 つ選べ 。但 し，最高裁判所の判例がある場合 には，

最 高裁 判 所 の判 例 に従 う もの とす る （ 2 点）。



（ 1） 憲法31条

（ 2） 刑事訴訟法197条 1 項

（ 3） 警察法 2 条 1 項

（ 4） 警察官職務執行法 2 条 1 項

（ 5） 法的根拠 はない

【 N o ．7 】 以 上 の事 実 を前 提 と した 上 で ， そ の後 の手 続 につ き， 正 しい もの を 1 つ 選

べ。但 し，最高裁判所の判例があ る場合 には，最高裁判所 の判例 に従 う もの とする。

道路交通法 は本間末尾 を参照の こと （2 点）。

（1） A は， B が呼気検査 を拒否 した場合 には，道路交通法67条 3 項 に基づ き呼気検

査 を行 う こ とが で きる か ら， これ を拒 否 した場 合 に同 法 118 条 の 2 に基 づ き， 3

月 以 下 の 懲役 また は罰 金 に処 す こ とは， B の 自己罪 負 拒 否特 権 を侵 害 す る もの で

は ない 。

（2） A が B の拒 否に もかかわ らず，呼気検査 を実施す ることは，憲法 38条 1 項の不

利益 供述 の強要禁止 に違反す る。

（3） A は， B の 呼 気 検 査 を 実 施 した と ころ， 呼 気 1 リ ッ トル につ き， 0 ．4 ミ リグ ラ

ム の ア ル コー ル が検 出 さ れた 場 合 ， B を必 ず現 行 犯 逮捕 しな け れ ば な らない 。

（4） A は ， B の 呼 気 検 査 を実 施 した とこ ろ， 呼 気 1 リ ッ トル につ き， 0 ．4 ミ リグ ラ

ム の アル コ ー ルが 検 出 され た た め ， 道 路 交 通 法 117 条 の 3 の 2 第 2 号 違 反 と して

B を現行犯逮捕す る と同時 に，その被疑事実 に基づ き刑 事訴訟法220条 1 項 2 号

に基 づ き， B の運 転 す る 自動 車 の 助 手席 に置 か れ て い た覚 せ い 剤 を差 し押 さえ る

こ とが で き る 。

（5） A が ， B の様 子 を観 察 した結 果 を， い わ ゆ る酒酔 い認 識 カー ドに記 載 され て い

る被疑者の外部的状 態に関する記載 のある欄 に，被疑者の 壬壬五
仁コ ロ 口 I 動作，酒臭，外

貌，態度等の外部的状態 に関す る所定 の項 目につ き所定の評語 に印を付 けて記載

した部分 は，伝 聞証拠 に該 当す るか ら，その酒酔 い認識 カー ドに証拠能力 を認め

るため に は， 公 判期 日に A が 証 人 と して 出廷 す る必 要 は ない。



道路交通法

第65 条 何 人 も， 酒 気 を帯 びて 車 両等 を運 転 して はな らな い。

②何 人 も， 酒気 を帯 び て い る着 で ，前 項 の規 定 に違 反 して車 両 等 を運 転 す る こ と とな る

お そ れが あ る もの に対 し， 車 両 等 を提 供 して は な らな い。

③何 人 も， 第 1 項 の 規 定 に違 反 して車 両 等 を運 転 す る こ と とな る おそ れ が あ る者 に対 し，

酒類 を提 供 し，又 は飲 酒 をす す め て はな らない 。

④何 人 も， 車両 （ トロ リーバ ス及 び道 路 運送 法 第 2 条 第 3 項 に規 定 す る旅客 自動 車 運 送

事 業 （以 下 単 に 「旅 客 自動 車 運 送 事 業」 とい う。） の用 に供 す る 自動 車 で 当 該 業 務 に 従

事 中 の もの その 他 の 政令 で定 め る 自動 車 を 除 く。 以 下 この項 ， 第 117条 の 2 の 2 第 4 号

及 び 第117条 の 3 の 2 第 2 号 に お いて 同 じ。） の 運転 者 が 酒気 を帯 びて い る こ とを知 りな

が ら， 当該 運転 者 に対 し， 当 該車 両 を運転 して 自己 を運 送 す る こ と を要 求 し， 又 は 依頼

して， 当該 運転 者 が 第 1 項 の 規定 に違 反 して 運転 す る車 両 に 同乗 して は な らな い。

第67条 警察官 は，車両等の運転者が第64条，第65条第 1 項，第66 条，第71条の 4 第 3 項

か ら第 6 項 まで又 は 第85条 第 5 項 若 し くは 第 6 項 の規 定 に 違反 して 車両 等 を運 転 して い る

と認 め る と きは， 当 該車 両 等 を停 止 させ ，及 び当該 車 両 等 の運 転 者 に対 し， 第92 条第 1 項

の運転免許証又は第107条の 2 の国際運転免許証若 しくは外 国運転免許証 の提示 を求め る

こ と が で き る 。

②前項に定め るもののほか，警察官は，車両等の運転者が車両等の運転 に閲 しこの法律

（第 64 条，第65条第 1 項，第66条，第 71条の 4 第 3 項 から第 6 項 まで並 びに第 85条第 5

項 及 び 第 6 項 を 除 く。） 若 し くは こ の法 律 に基 づ く命 令 の規 定 若 し くは この法 律 の 規 定

に基づ く処分に違反 し，又は車両等の交通 による人の死傷若 しくは物の損壊 （以下 「交

通 事 故 」 とい う。） を起 こ した場 合 にお い て ， 当該 車 両 等 の 運 転 者 に 引 き続 き当該 車 両

等 を運転 させ る こ とが で きるか ど うか を確 認 す る ため 必 要 が あ る と認 め る と きは， 当該

車両等の運転者 に対 し，第92条 第 1 項の運転免 許証又 は第107条の 2 の国際運転免許証

若 し くは外 国 運転 免 許 証 の提 示 を求 め る こ とが で き る。

③車両 等 に乗 車 し， 又 は乗 車 しよ う と して い る者 が 第 65 条 第 1 項 の規 定 に違 反 して車 両

等 を運 転 す るお それ が あ る と認 め られ る と きは， 警 察 官 は， 次 項 の規 定 に よる措 置 に閲

し， その 者 が 身体 に保有 してい る ア ル コー ル の程 度 につ い て調 査 す る ため ， 政令 で 定 め

る とこ ろ に よ り， そ の 者 の呼 気 の検 査 をす る こ とが で きる。

④前 3 項の場合 において， 当該車両等の運転者が第64 条，第65条第 1 項，第66条，第7 1

条 の 4 第 3 項 か ら第 6 項 まで 又 は 第85条 第 5 項 若 し くは 第 6 項 の規 定 に違 反 して車 両 等

を運 転 す る お それ が あ る と きは ，警 察 官 は， その 者 が正 常 な運転 がで きる状 態 に な る ま

で車 両 等 の運 転 を して は な ら ない 旨 を指 示 す る等 道 路 に お け る交通 の 危 険 を 防止 す るた

め必 要 な応 急 の 措 置 を とる こ とが で き る。



第117条 の 3 の 2 次 の各号のいずれかに該 当す る者 は， 2 年以下の懲役又 は30万円以下

の罰 金 に処 す る。

（ 1） 第65条 （酒気帯 び運転等の禁止）第 3 項 の規定に違反 して酒類 を提供 した者 （当該違

反 に よ り当該 酒 類 の 提 供 を受 け た 者 が 身体 に第 117 条 の 2 の 2 第 1 号 の 政 令 で 定 め る程

度 以 上 に ア ル コ ー ル を保 有 す る状 態 で 車 両等 （軽 車 両 を 除 く。） を運 転 した場 合 に 限 る

もの と し， 同 条 第 3 号 に該 当す る場 合 を 除 く。）

（ 2） 第65条 （酒気帯 び運転等の禁止）第 4 項の規定に違反 した者 （当該同乗 した車両 （軽

車 両 を 除 く。 以 下 この 号 に お い て 同 じ。） の 運転 者 が 酒 に酔 つ た状 態 で 当該 車 両 を運 転

し， 又 は身 体 に 第 117 条 の 2 の 2 第 1 号 の 政令 で 定め る程 度 以 上 に ア ル コ ー ル を保 有 す

る状 態 で 当該 車 両 を運転 した場 合 に 限 る もの と し， 同 条 第 4 号 に該 当す る場合 を 除 く。）

第118条 の 2 第67 条 （危 険防止 の措置）第 3 項 の規定に よる警察官 の検査 を拒み，又は

妨げた者は， 3 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 に処す る。

【 N o ．8 】 平成 23年 9 月 5 日午後 3 時 に，司法警察貞 A は， B が賃貸契約 を してい る

マ ン シ ョ ン × ×203号 室 を捜 索 場 所 と し， 覚 せ い 剤 を差 押 対 象 物 とす る捜 索 差 押 許

可状 の 発 付 を受 け， 翌 日午 前 7 時 15分 に， マ ン シ ョ ン × ×203号 室 に 向 っ た 。 以 上

の事 実 を前 提 と した 上 で ， そ の 後 に 生 じた事 実 とそ れ に対 す る A らの 対 応 に関 す る

以 下 の文 章 の う ち， 正 しい もの を 1 つ選 べ 。 但 し，最 高裁 判 所 の 判 例 が あ る場 合 に

は， 最 高 裁 判 所 の 判 例 に従 う もの とす る （ 3 点 ）。

（1） A らは， 既 に発 付 され た 令 状 に基 づ き， 捜 索 の 開始 後 に マ ン シ ョン × ×203 号

室 に届 け られ た B が B 宛 て に送 っ た小 包 を B が受 領 した後 に開被 す る こ とが で き，

そ の 中 に， 覚せ い剤 が あ る場 合 に は， そ の 覚せ い剤 を差 し押 さえ る こ とが で き る。

（2） A ら は， 既 に発 付 され た令 状 に基 づ き， 捜 索 の 開 始 後 に マ ンシ ョ ン × ×203 号

室 に小 包 を届 け に きた管 理 人 の 身 体 を捜 索 す る こ とが で きる 。

（3） A らは， 既 に発 付 さ れ た令 状 に基 づ き， マ ンシ ョン × ×の 1 階 にあ る管理 人 室

に 置 か れ て い る管 理 人 の 財 布 の 中身 を捜 索 す る こ とが で きる。

（4） A らは， 既 に発 付 され た 令状 に基 づ き， B の 尿 を強制 的 に採 取 す る こ とが で き

る 。

（5） A らは， 捜 索 の 開 始 後 に， B の セ カ ン ドバ ックの 中 に あ る覚 せ い剤 が発 見 さ れ

た場 合 に は， 覚 せ い剤 が B の セ カ ン ドバ ックの 中 に あ る とい う状 況 を写真 撮 影 す



るこ とが で きるが ， この場 合 に は，新 た に検 証 令 状 が必 要 で あ る。

【 N o ．9 】 以 下 の 文 章 の うち， 正 しい もの を 1 つ選 べ （2 点 ）。

（1） 弁 護 人 を依 頼 す る こ とが で き る者 は ，被 疑 者 また は被 告 人 本 人 に限 られ る。

（2） 弁護人 と依頼人 との間で弁護契約が結 ばれた場合 には，弁護人は依頼 人のため

に誠実 に業務 を行 う必要があ るが，控 訴審 で初 めて選任 された弁護人が第 1 審判

決の記録 を精査 して も控訴理由が見 つか らない場合 には，控 訴理 由がない旨の控

訴 趣 意 書 を差 し出す こ とが で きる 。

（3） 被告人が第 1 審判決 に対 して控訴 を申 し立 てた場合には，控訴審 において も第

1 審手続で選任 された弁護人の選任届 の効力 は失 われない。

（4） 被疑者の弁護人 となろうとする者が，被疑者が留置 されている警察留置場 に赴

い た と ころ ，被 疑 者 が 検 証 で犯 行 現 場 にい る こ と を理 由 に司 法 警 察 貞 が 接 見 の 日

時 を指定 した場合 は，最高裁判所 の判例 によれば，弁護人 はその 固有の接見交通

権 を侵 害 され た こ とを理 由 に 国家 賠 償 請 求 を行 う こ とが で きる。

（5） 恐 喝事件 で起訴 された被告人が，余罪であ る強盗事件 につ き勾留 されている場

合 に，強盗事件のみ に選任 された弁護人が依頼人 との接見 を求めた場合 には，最

高裁判所 の判例 によれば，司法警察職員は，被告事件 の防御 に影響 を生 じない限

り， 接 見 指 定 を行 う こ とが で きる。

【 N o ．10 】 窃盗の被 害を受 けた と主張 した A の告訴 を受 けた事件 につ き，司法警察貞

B か らの事件の送致 を受 け，検察官 C は，被疑者 D に対 して起 訴猶予 の処分 を行 っ

た 。 この 一 連 の起 訴 猶 予 処 分 をめ ぐる 当事 者 A な い しD の 行為 の うち， 正 しい もの

を 1 つ選べ （2 点）。

（1） B は窃盗事件が軽微であ ることか ら，捜査の結果得 られた証拠 の一部 のみ を C

に送 致 した。

（2） C は起訴猶予の処分 を行った ことか ら， A に起訴猶予 を行 った旨及 びその理 由

を 同時 に告 知 した 。



（ 3 ） A の 被 害 が軽 微 で あ り， D が A に被 害 弁償 を行 っ た こ とが 判 明 した こ とか ら，

C は刑事訴訟法248条 に基づ いて，起訴猶予 の処分 を行 った。

（ 4） A は C の した起 訴猶予処分 に納得する ことが で きないので，裁判所 に付審判請

求 を行 った。

（ 5） A は C の した起訴猶予処分 に納得 するこ とがで きないので，起 訴猶予処分 を行

った C に対 して， 国家賠償 請求訴訟を提起 した。

【 N o ．11 】 即決裁判手続 において適用 が制 限され るもの を 1 つ選べ （ 2 点）。

（1） 被告人の保釈

（2） 被告 人質問

（3） 自白法 則

（4） 補強法則

（5） 伝聞法則

【 N o ．12 】 あ る傷 害被 告事件 につ き，被告人は公訴事実 を全面 に争っている。 この事

件 にお け る手続 参 加 者 の活 動 につ き， 正 しい もの を 1 つ 選 べ （ 3 点）。

（1） 検察官は，被告 人が黙秘権 を行使 している態度 を，刑の量 定において，被告人

に不 利 に掛 酌 す べ き と主 張 してい る。

（2） 逮 捕 前 に， 被 告 人 が テ レビ局 の イ ン タ ビュ ー に対 し，犯 行 当 日に被 害 者 宅 にい

た旨述べ た状況が テ レビ放映 されたが，検察官 は，その番組 を録画 した ビデオテ

ー プ を証 拠 調 べ 請 求 す る こ とが で きな い。

（3） 被 告 人 の犯 罪 行 為 に よ って 傷 害 を負 っ たの で 被 告 人 を赦 す こ とはで きな い とい

う旨の記載の ある被害者 の書面が刑事訴訟法 292 条の 2 によって提 出されたが，

裁 判 所 は 同書 面 に よ って 公 訴事 実 を認定 す る こ とが で きる。

（4） 裁判所 は，手段・ 方法が類似 する余罪が起訴 されていないので，その余罪 を併

合 罪 と して処 断 しか ナれ ば被 告 人 に不 当 に軽 い刑 罰 が言 い渡 され る こ とを理 由 と

して， そ の 余 罪 を刑 の 量 走 に お い て考 慮 す る こ とが 許 され る。



（ 5 ） 裁判 所 は， 最 終 弁 論 にお け る被 告 人 の 被 害 者 を傷 害 した こ とは ない とい う旨 の

陳述 を， 証 拠 と して 採 用 す る こ とが 許 され る 。

【 N o ．13 】 覚せ い剤 を 自己使 用 した と して起 訴 され た被 告 人 に対 す る刑 事 手続 の うち，

以 下 の a な い し j を並 べ る と， 5 番 目に来 る もの と 7 番 目に来 る もの の 組合 せ につ

き， 正 しい もの を 1 つ 選べ （4 点 ）。

a ． 検 察 官 に よ る被 告 人 が覚 せ い剤 を 自己使 用 した 自白 を内 容 とす る供述 調 書 の

朗読 b ．裁判長に よる被告人への黙秘権 の告知 c ．被告人の最終陳述 d ．

証明予定事実記載書面の被告人・ 弁護人へ の開示 e ．検察官に よる弁論 として

の論告及 び求刑 f ．裁判長 による人定質問 g ．公判前整理 手続 に付 す旨の決

定 h ．裁判長 による主文 の告知 i ．検察官 による起訴状朗読

（ 1） b ． c ．

（ 2 ） i ． e ．

（ 3 ） f ． c ．

（ 4 ） b ． e ．

（ 5 ） i ． a ．

【 N o ．14 】 犯行現場 にお ける写真撮 影及びその結果得 られた写真 の証拠能力の うち，

最高裁判所 の判例 の立場 につ き，正 しい ものを 1 つ選べ （ 3 点）。

（1） 被疑者 は肖像権 を有 してお り，犯行現場 における被疑者 に対す る写真撮影の法

的性 格 を強 制 処 分 と して い る こ とか ら， 裁 判 官 に よっ て検 証 令 状 が 発 付 され な け

れ ば， 逮 捕 され て い ない被 疑 者 の写 真 撮 影 を行 う こ とが で きな い。

（2） 被疑者 は肖像権 を有 してお り，犯行現場 における被疑者 に対す る写真撮影の法

的性 格 を任 意 処 分 と して い る が， 現 に犯 罪 が 行 わ れ も し くは行 わ れ たの ち 間が な

い と認 め られ る場 合 で あ っ て， しか も証 拠 保全 の 必 要性 お よび緊 急 性 が あ り， か

つ そ の撮 影 が 一 般 的 に 許容 され る 限度 を こ え ない相 当 な方 法 を もっ て行 わ れ る と



きに は， 令 状 に よ らず に ，被 疑 者 の写 真 撮 影 を行 う こ とが で きる と して い るか ら，

強盗殺人事件の発生か ら 3 日後，捜査機 関が，強盗殺 人事件 の犯人 と被告人の同

一性 を確認す るため，公道上 を歩 く被疑者 を密か に写真撮影す るこ とはで きない。

（ 3） 犯行現場で撮 影 された写真 につ いては，撮影・編 集の過程 にお いて，撮 影者 が

故 意 に犯 行 現場 の 一 部 を撮 影 しな か った り， 意 図 的 な編 集 を加 え る こ とが 可能 で

あ るか ら， そ の 写真 に証 拠 能 力 を付 与 す るた め に は， 公 訴 事 実 と写真 との 間 に 関

連性があ り，かつ，公判廷 において，その写真 を展示す ればよ く，その撮影者が

証人尋問において，撮影・編集 の過程 に作為 的に誤 りを加 えてい ない 旨を供述す

る必 要 が あ る 。

（ 4） 犯行現場 で撮影 された写真 に証拠能力 を付与す るには，公訴事実 と写真 との問

に関 連性 が あ り， かつ ， 公 判 廷 にお い て ， そ の写 真 を展 示 す れ ば よい か ら， そ の

撮 影者 を証人 として尋 問 し，その者が撮影・編集の過程 に作為 的に誤 りを加 えて

い な い 旨 を供 述 す る必 要 まで は ない 。

（ 5） 犯行現場 で撮影 され た写真 に証拠能力 を付与す るには，公 訴事実 と写真 との間

に関連性が不 明確で あって も，公判廷 において，その写真 を展示す るだ けで よ く，

その撮影者 を証人 として尋問 し，その者が撮影・ 編集の過程 に作為的 に誤 りを加

え て い な い 旨 を供 述 す る必 要 まで は な い。

【 N o ．15 】 被 告 人 は， 平 成 17 年 1 月 よ り同年 8 月 まで の 間 に， 東 京 都 内 にお い て 閉店

後 の店 内に特 殊工具 を用 いて侵入 し，売上金 を盗み，その後， 自 ら110番通報 して

逃走す るとい う合 計25件 の建造物侵入・窃盗罪 によ り，平成 17年 11月 に懲役 2 年 6

月 の 有 罪 判 決 を受 け ， 同判 決 は 同年 12月 に確 定 した （以 下 ，「前 訴 」 とす る）。 そ の

後 ， 被 告 人 は， 平 成 17年 6 月 よ り平 成 22年 8 月 まで の 間 に， 東 京都 内 に お い て 同様

の手 口で合計24件 の建造物侵入・窃盗 を行 った として単純窃盗罪で起 訴された （以

下 ，「後 訴 」 とす る ）。以 上 の事 実 を前 提 と した上 で， 以 下 の 文 章 の うち， 正 しい も

の を 1 つ選べ 。但 し，最 高裁判所 の判例がある場合 には，最高裁判所 の判例 に従 う

も の と す る （ 4 点 ）。

（1） 被 告 人 の前 訴 及 び後 訴 は実 体 的 に は常 習窃 盗 と して評 価 す る こ とが で きるか ら，



この場合 には，裁判所 は後 訴につ いて公訴棄却の判決 を言い渡 さなけれ ばならな

い。

（ 2） 被 告 人 の 前 訴 及 び 後 訴 は実 体 的 に は常 習 窃 盗 と して評 価 す る こ とが で きる か ら，

この場合 には，裁判所 は後訴 について免訴の判決 を言い渡 さか ナればな らない。

（ 3） 前訴及 び後訴 は実体 的には常習窃盗 として評価 されうる数個 の窃盗罪 であるが，

検 察官が後訴 につ き単純窃盗罪で公訴 を提起 した場合 には，前訴 の一事不再理効

は 後 訴 に は及 ぶ こ とは あ りえ ない か ら，裁 判 所 は後 訴 につ い て有 罪 判 決 を言 い渡

す こ とが で き る 。

（ 4） 前訴及 び後訴は実体 的には常習窃盗 として評価 され うる数個 の窃盗罪で あるか

ら，検察官が後 訴につ き単純窃盗罪で公訴 を提起す ることがで きないが，前訴 の

捜査 の当時に，後訴 の一部 を構 成す る窃盗罪 につ いて判明 しない場合 には，裁判

所 はその部分 につ いてのみ有罪判決 を言 い渡す こ とがで き， それ以外 について は

公 訴 棄 却 の判 決 を言 い渡 さ なけ れ ば な らな い。

（ 5） 前訴及び後訴 は実体的 には常習窃盗 として評価 され うる数個の窃盗罪であ るか

ら，検察官が後訴 につ き単純窃盗罪 で公訴 を提起す ることがで きないが，後訴 に

つ き共同正犯者が いる場合 には，前訴 の一事不再理効はその共同正犯者に及ぶ こ

とか ら，裁判所 は検察官が後 訴につ きその共 同正犯者を単純窃盗罪で公訴 を提起

した場 合 に は， 免 訴 判 決 を言 い渡 さな けれ ば な ら ない。




